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第１ 第２次行政改革大綱総括について（はじめに）                

 

市では、平成２２年度から平成２６年度の５年間、第２次うるま市行政改革大綱（以下

「第２次大綱」という。）及びこれに基づく実施計画を策定しました。 

  

第１次行政改革大綱（平成１８年度～平成２１年度）より「ジリツ（自立・自律）した

市民と協働でつくりあげる行政」という理念と「市民の視点に立った行政サービスの推進」、

「市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築」、「行政経営の視点に立った

市政運営の推進」の３つをキーワードを引き継ぎつつ、実施計画において、７７項目の実

施項目を設定し、全庁をあげ取り組みを行うことにより、実効性を高めてきました。 

 

推進にあたっては、庁内の「行政改革推進本部」が主体となり、諮問機関である「うる

ま市行政改革推進委員会」へ、進捗状況の報告を毎年行い、助言・提言をいただきながら

大綱の着実な推進を図ってきました。また、ホームページ等を通じて市民に公表し、計画

の実効性及び透明性を確保してきました。 

 

 今回、第２次大綱の計画期間が、平成２６年度で終了したことから、５年間で取り組ん

だ成果を検証することを目的に総括を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気づきは行革のタネ 
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第２ 第２次大綱の概要                              

１．基本理念 

「ジリツ（自立・自律）した市民と協働でつくりあげる行政」 

２．基本方針 

「パートナーシップで築く住民主役のまちづくり」 

３．キーワード 

１ 市民の視点に立った行政サービスの推進 

２ 市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築 

３ 行政経営の視点に立った市政運営の推進 

４．計画期間 

平成２２年度～平成２６年度までの５年間 

５．実施計画 

【１】市民の視点に立った行政サービスの推進               １２項目 

(1) 市民ニーズに合わせたサービスの向上 

(2) 行政情報化の推進による市民サービスの提供 

(3) 公共施設のサービスの向上 

(4) 市民ニーズに即した地方分権改革の推進 

【２】市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築       １６項目 

(1) 市民の参画と協働の推進 

(2) 公正で透明性の高い行政運営の推進 

【３】行政経営の視点に立った市政運営の推進               ４９項目 

  (1) 自主性・自立性の高い財政運営の確保 

(2) 事務事業の整理・合理化 

(3) 行政の担うべき役割の重点化 

 (4) 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 

(5) 定員管理及び給与の適正化 

(6) 職員の意識改革と人材育成 

(7) 行政評価の推進 

(8) 行政情報化の推進による事務効率の向上 

 (9) 外郭団体等の見直し 

(10) 上・下水道事業の経営の健全化 

(11) 広域行政の見直し 

 

合 計          ７７項目  
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第３ 第２次大綱の成果について                                

１.全 体（見込み）  

第２次大綱実施計画の年度ごとの実施状況を示しています。年々、一部実施、実施した

項目数が増えており、計画期間最終年度の平成２６年度においては、推進した項目７７項

目中、８割にあたる６２項目が、一部実施、実施に至っています。 

 年度ごとの実施状況は下記のとおりとなっています。 

 

表：実施状況 

年度 

実施   

項目

数 

実施状況（上段：件数 下段：全体に占める割合） 

実施 
一部 

実施  

要綱等  

策定 

調査・  

検討 

方向性

確定 

取組 

完了 
未実施 合計 

平成２２年度 75 
19 25 2 23 3 - 3 75 

25.3% 33.3% 2.7% 30.7% 4.0% - 4.0％. 100％. 

平成２３年度 77 
25 30 3 15 - 1 3 77 

32.5% 39.0% 3.9% 19.5% - 1.2% 3.9% 100％. 

平成２４年度 77 
25 34 1 14 - 1 2 77 

32.5% 44.1% 1.3% 18.2% - 1.3% 2.6% 100％. 

平成２５年度 77 
29 31 1 15 - 1 0 77 

37.7% 40.2% 1.3% 19.5% - 1.3% 0% 100％. 

平成２６年度 77 
31 31 7 7 - 1 0 77 

40.3% 40.3% 9.1% 9.1% - 1.2% 0% 100％. 

 

掲げた目標に対し、５年間での達成程度を示しています。半数以上の項目が目標を達成

し、多くの成果を上げることができました。しかし、取り組み内容の中には、まだ目標を

達成できていない項目や進捗状況が思わしくない項目があり、引き続いて取り組んでいか

なければならない課題も残っています。 

 

表：達成率 

100％以上 50％以上 

100％未満 

25％以上 

50％未満 

0％以上 

25％未満 

計 

43件 29件 5件 0件 77件 

55.8％ 37.7％ 6.5％ 0％ 100％ 
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２.主な取り組み内容及び効果額 

 第２次大綱推進期間（平成２２年度から平成２６年度）における行政改革の取り組みに

よる収入増加額は６項目で約１５億６，１０９万円、削減効果額は６項目で約１０４億  

８，３９２万円の効果額となりました。 

 効果額とは、収入増加額と削減効果額を合計したものであり、合計額は１２０億４，５０１万

円になっています。 

 この金額は５年間での行政改革の主な取り組みによる効果額であり、さらなる市民サービスを

提供するための財源に活用します。 

 

①収入増加額（約１５億６，１０９万円）  

            表：主な項目ごとの収入増加額        【単位：万円】 

№ 取り組み内容 H22 H23 H24 H25  H26 計 

№30 市税の収納率向上対策 21,154 22,696 10,987 47,325 24,956 127,118 

№31 
国民健康保険税の収納率の

向上及び滞納額の縮減 
1,243 1,839 225 5,240 -287 8,260 

№32 
市営住宅家賃の収納率の向

上及び滞納額の縮減 
106 401 1,366 185 448 2,506 

№33 市有財産の有効活用 6,937 3,863 1,675 2,132 2,558 17,165 

№35 広告事業の導入 0 385 44 36 36 501 

№36 有料広告の実施 84 93 94 176 112 559 

  年度合計 29,524 29,277 14,391 55,094 27,823 156,109 

 

              図：年度別収入増加額        【単位：万円】 
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②削減効果額（約１０４億８，３９２万円） 

表：主な項目ごとの削減効果額          【単位：万円】 

№ 取り組み内容 H22 H23 H24 H25  H26 計 

№29 

変形勤務時間制度の

推進 
139 143 174 189 390 1,035 

№46 

枠配分方式による 

予算編成 
60,476 53,797 18,301 -11,871 -18,646 102,057 

№49 定員管理の適正化 133,600 164,800 191,200 209,600 229,600 928,800 

№50 給与の適正化 6,922 877 0  5,991 0 13,790 

№66 民間委託の推進   410 410 410 410 1,640 

№68 

経費節減等の財政効

果 
214 214 214 214 214 1,070 

  年度合計 201,351 220,241 210,299 204,533 211,968 1,048,392 

 

 

                図：年度別削減効果額         【単位：万円】 
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第４ 実施計画 実施項目ごとの達成状況                              

実施計画に掲げた７７の実施項目ごとに達成状況を示しました。 

キーワード別にみると、「１．市民の視点に立った行政サービスの推進」では、１２件中５

件の達成（達成率：４１．７％）、「２．市民とのパートナーシップ（協働）による行政運

営の構築」では、１６件中９件の達成（達成率：５６．３％）、「３．行政経営の視点に立

った市政運営の推進」では４９件中２９件の達成（達成率：５９．２％）となっています。 

 

表：各実施項目別の達成率 

１．市民の視点に立った行政サービスの推進                         

 

ＮＯ 担当課等 達成指標 目標 実績 達成程度
１００％

以上

５０％

以上
１００％

未満

25％

以上

50％

未満

０％

以上

２５％

未満

1 【１】
庁内接遇研修の
実施

職員課
接遇研修受講
者数

１５０人 ２３４人 156.0% ◎

2 【２】
窓口開庁時間の
延長

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

2-1 【３】 庁舎環境の整備
行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

3 【１】
行政手続きの簡
素化・迅速化

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

4 【２】
コンビニ収納の導
入（軽自動車税）

納税課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

5 【３】
「役所ことば」言い
換え手引き書の
作成

職員課 達成度（進捗） 実施 調査・検討 25.0% ○

6 【１】
より効率的効果的
な証明カードへの
切り替え

市民課 達成度（進捗） 実施 方向性確認 50.0% ○

7 【２】

諸証明書自動交
付機のシステム変
更と機能強化及
び増設

市民課 達成度（進捗） 実施 方向性確認 50.0% ○

8 【１】
地域イントラネット
システムの有効活
用

情報課 達成度（進捗） 一部実施 実施 133.3% ◎

9 【１】
公共施設サービ
スの見直し

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

10 【１】
公共施設再編計
画の策定

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

11 【１】

市民の利便性を
図る行政手続き
権限（事務）移譲
の受託

行政改革推
進室

達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

実施項目
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２．市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築             

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 担当課等 達成指標 目標 実績 達成程度
１００％

以上

５０％

以上
１００％

未満

25％

以上

50％

未満

０％

以上

２５％

未満

12 【１】

ＮＰＯ団体やボラ
ンティア団体等と
のネットワーク構
築

企画課 達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

13 【２】
地域協働推進の
補助金創設

企画課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

14 【１】
地域・各種団体と
連携した公共施
設の管理

行政改革推
進室

達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

15 【２】
地域自治会の発
展支援

市民生活課 地縁団体化数 ２４件 ２１件 87.5% ○

16 【３】
自治会の統廃合・
合同自治公民館
建設の検討

市民生活課 達成度（進捗）
方向性
確認

調査・検討 50.0% ○

16-1 【４】
自治公民館建設
の促進

市民生活課
自治公民館建
設数

４自治体 6自治体 150.0% ◎

17 【１】
パブリックコメント
制度の継続実施

企画課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

18 【１】
情報公開制度の
充実

総務課 講習会数 ５回 5回 100.0% ◎

19 【２】
個人情報保護の
意識啓発

総務課 研修回数 ５回 ５回 100.0% ◎

20 【１】
監査機能の充実
強化

監査委員事
務局

達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

21 【１】
広報紙の充実強
化

秘書広報課 達成度（進捗） 一部実施 実施 133.3% ◎

22 【２】
ホームページの
充実強化

秘書広報課 達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

23 【３】
議会情報の充実
強化

議会事務局庶
務課・議事課

達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

24 【１】
審議会等の見直
し

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 調査・検討 25.0% ○

25 【２】
審議会等の委員
公募の推進

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

26 【３】
審議会等におけ
る女性委員登用
の推進

企画課 登用率 30.0% 28.7% 95.7% ○

実施項目
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３．行政経営の視点に立った市政運営の推進                     

 

 

ＮＯ 担当課等 達成指標 目標 実績 達成程度
１００％

以上

５０％

以上
１００％

未満

25％

以上

50％

未満

０％

以上

２５％

未満

27 【１】
財政計画の策定
と公表

財政課 達成度（進捗） 公表 公表 100.0% ◎

28 【１】
広告付き封筒の
導入

総務課 達成度（進捗） 実施 導入決定 50.0% ○

29 【２】
変形勤務時間制
度の推進

職員課 達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

30 【１】
市税の収納率向
上対策

納税課 市税収納率 90.0% 92.4% 102.7% ◎

31 【２】

国民健康保険税
の収納率の向上
及び滞納額の縮
減

国民健康保
険課

国保収納率 92.0% 91.6% 99.6% ○

32 【３】
市営住宅家賃の
収納率の向上及
び滞納額の縮減

建築工事課 家賃収納率 62.0% 71.3% 115.0% ◎

33 【４】
市有財産の有効
活用

管財課 売払・賃貸料 260,000千円 171,648千円 66.0% ○

34 【５】
使用料・手数料の
見直し

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 方向性確認 50.0% ○

35 【６】 広告事業の導入
行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

36 【７】 有料広告の実施 秘書広報課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

37 【１】
事務事業評価制
度の導入・定着

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

38 【２】
戸籍事務等の本
庁一元化

市民課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

38-1 【３】
庁舎書庫の整理
及び管理機能の
強化

総務課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

39 【１】
補助金審査の継
続実施

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

40 【１】
公共工事コストの
縮減

検査課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

41 【１】
入札・契約の適正
化

検査課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

42 【１】
民間委託等の推
進

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

43 【１】
指定管理者制度
の推進

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

実施項目
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ＮＯ 担当課等 達成指標 目標 実績 達成程度
１００％

以上

５０％

以上
１００％

未満

25％

以上

50％

未満

０％

以上

２５％

未満

44 【１】
ＰＦＩ手法の適切
な活用の検討

企画課 達成度（進捗） 調査・検討 調査・検討 100.0% ◎

45 【１】 組織・機構の再編
行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

46 【１】
枠配分方式によ
る予算編成

財政課 達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

47 【１】
事務移譲へ対応
した組織の再編

行政改革推
進室

達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

48 【１】
職員の流動体制
の推進

行政改革推
進室

達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

49 【１】
定員管理の適正
化

行政改革推
進室

職員削減数 １３３人 121人 91.0% ○

50 【１】 給与の適正化 職員課 達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

51 【１】
あいさつ唱和・業
務確認朝礼の実
施

職員課 達成度（進捗） 完全実施 一部実施 75.0% ○

52 【１】
職員研修の充実・
強化

職員課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

53 【２】
民間企業への職
員派遣研修の実
施

職員課 達成度（進捗） 実施 調査・検討 25.0% ○

54 【３】
他自治体との人
事交流の推進

職員課 達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

企画課

職員課

56 【１】
専門職育成研修
の導入

職員課 受講者数 １００人 184人 184.0% ◎

57 【２】
多様な人材の採
用

職員課 達成度（進捗） 一部実施 一部実施 100.0% ◎

58 【１】
人事評価制度の
導入

職員課 達成度（進捗） 実施 要項等策定 50.0% ○

59 【１】
行政経営マネジメ
ントの導入

企画課 達成度（進捗） 実施 一部実施 75.0% ○

60 【１】
外部評価委員会
の創設

企画課 達成度（進捗） 一部実施 要項等策定 66.7% ○

55 9.5% 15.9% 167.3% ◎【４】
女性管理職員数
（率）の向上の推
進

実施項目

登用率
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ＮＯ 担当課等 達成指標 目標 実績 達成程度
１００％

以上

５０％

以上
１００％

未満

25％

以上

50％

未満

０％

以上

２５％

未満

61 【１】

庁内ネットワーク
の有効活用による
事務の効率化・省
略化

情報課 達成度（進捗） 一部実施 実施 133.3% ◎

62 【２】
電子決裁システ
ムの導入検討

総務課 達成度（進捗） 一部実施 調査・検討 33.3% ○

63 【１】
行政事務のシス
テム化、最適化

情報課 達成度（進捗） 一部実施 実施 133.3% ◎

64 【２】
消防業務支援シ
ステムの有効活
用

予防課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

65 【１】
外郭団体の見直
し

行政改革推
進室

達成度（進捗） 実施 調査・検討 25.0% ○

66 【１】 民間委託の推進 営業課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

67 【２】
水道料金収納率
の向上

営業課 収納率 91.86% 90.60% 98.63% ○

68 【３】
経費節減等の財
政効果

水道総務課 達成度（進捗） 実施 実施 100.0% ◎

69 【４】
下水道使用料金
の適正化

下水道課 達成度（進捗） 調査・検討 調査・検討 100.0% ◎

70-1 【６】 有収率の向上
水道総務課・
営業課・工務
課

有収率 90.58% 88.03% 97.2% ○

71 【１】
効率的な広域行
政への見直し

行政改革推
進室

達成度（進捗） 方針決定 一部実施 75.0% ○

72 【２】
消防広域化等の
調査研究

消防総務課 達成度（進捗）
方向性確

認
取組完了 100.0% ◎

72-1 【３】

消防救急無線の
デジタル化及び
指令センターの
共同整備

消防総務課 達成度（進捗） 整備開始 整備開始 100.0% ◎

70

実施項目

水道事業と下水
道事業の組織統
合

【５】 実施 実施 100.0%
水道総務課・
営業課・工務
課・下水道課

◎達成度（進捗）
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第５ 主な取り組み及び成果                     

 

推進項目の主な取り組み及び成果については以下のとおりとなっています。 

 

１．市民の視点に立った行政サービスの推進                    

 

№2 窓口開庁時間の延長  （所管課：行政改革推進室）              

 年金相談、市税納付相談、国民健康保険税納付相談、児童扶養手当現況届等の手続きに

おいて、夕方の時間外窓口や休日窓口を開設しました。 

 

№2-1 庁舎環境の整備  （所管課：管財課）                   

平成２３年度に、市民課窓口に番号案内表示モニターと番号発券機を設置し、平成２４

年度より広告付き案内地図パネル（うるま市全図と市街地の案内図）を設置しました。ま

た、職員による庁舎敷地内の清掃を平成２４年１１月より実施。平成２５年度には職員に

よるワークスタイル作業チームを結成し、文書管理・執務環境の見直し基本方針を策定し

ました。 

 

№3 行政手続きの簡素化・迅速化  （所管課：行政改革推進室）              

税務証明書等の交付申請時の押印を廃止し、運転免許証等による本人確認に切り替えを

行いました。また、こども医療費助成の自動償還方式を平成２５年１１月から実施し、市

行政手続きの簡素化を図りました。 

 

№4 コンビニ収納の導入 （所管課：納税課）                   

平成２３年度より軽自動車税のコンビニ収納を開始。平成２４年度には固定資産税、市

県民税、国民健康保険税も拡充し実施。曜日や時間を気にすることなく、いつでも納付で

きることから、サービスかつ収納率の向上が図られています。 

 

№10 公共施設再編計画の策定 （所管課：行政改革推進室）             

 公共施設の更新問題を解決するために、計画的・戦略的な取り組みが必要であることか

ら、平成２４年度に公共施設等の設置状況や利用状況等を「うるま市公共施設等白書」と

してまとめ、施設の「見える化」を行いました。 

 そして、平成２５年度は、白書から見えてくる公共施設等の実態を市民と共有し、公共

施設等のあり方について検討を行い、「うるま市公共施設等マネジメント計画」を策定しま

した。 
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２．市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築             

 

№13 地域協働推進の補助金創設 （所管課：企画課）                   

地域づくりに関わる多様な団体等が、地域の課題やニーズに主体的に取り組むことを支

援するため、平成２３年度に「地域活動支援助成事業」を創設し、１１団体に対する活動

支援を実施しました。その後、毎年度助成団体枠を広げ、団体が地域づくりに積極的に関

われるよう、取り組みの活性化を行いました。 

 

№20 監査機能の充実強化 （所管課：監査委員事務局）                 

 平成２３年度より、決算審査意見書・財政援助団体監査の結果について、ホームページ

で公表し、市の行政運営の透明性を高めました。 

 

№23 議会情報の充実強化 （所管課：議会事務局庶務課・議事課）           

 市民の方々へ開かれた議会を目指すため、平成２１年３月定例会から議会の審議状況の

生中継を実施し、継続しています。また、仕事等の都合で生中継を見られない市民の方々

の利便性の向上を図るため、平成２５年６月定例会から録画中継を実施する等、積極的に

情報公開・情報提供を実施しています。 

 

№26 審議会等における女性委員登用の推進 （所管課：企画課）             

具体的な登用目標をたて、庁内における意識啓発に取り組み、女性委員の積極的な登用

の機会を図ってきました。 

平成２２年度には委員全体７０４名中、女性委員１８２名で登用率２５．９％でしたが、

平成２６年度には委員全体６７３名中、女性委員１９３名で登用率２８．７％となり、５

年間で２．８％上昇しています。 

図：女性委員登用率
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３．行政経営の視点に立った市政運営の推進                     

 

№29 変形勤務時間制度の推進 （所管課：職員課）                   

時間外勤務の適正な運用を図り、平成２６年度においては２１課で導入。５年間で１０，

３５０千円の削減効果が現われています。 

図：変形勤務時間と削減効果額 

 

 

№30 市税の収納率向上対策 （所管課：納税課）                  

「市税の収納率向上対策」としては、預金等の差し押さえの強化、不動産公売等により、

毎年収納率がアップしました。また、平成２５年度から電話催告センターを運用開始した

ことで、滞納処分に職員が専念することができるようになり、収納率が右肩上がりに向上

しています。 

図：市税の収納率及び収入増加額 
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№31 国民健康保険税の収納率の向上及び滞納額の縮減 （所管課：国民健康保険課）  

「国民健康保険税収納率向上計画」に基づき、預貯金、地料、不動産の差押えを中心とし

た滞納処分の強化を行いました。また、居所不明者の実態調査、夜間相談窓口の開設等を 

行い、収納率の引き上げや滞納額の圧縮を図りました。その結果、５年間で３．１％上昇

しています。 

図：国民健康保険税の収納率及び収入増加額 

 

 

№32 市営住宅家賃の収納率の向上及び滞納額の縮減 （所管課：建築工事課）      

入居中の高額滞納者に対する明渡訴訟、退去滞納者に対する支払督促の申立て等を行い、

滞納額の圧縮に取り組みました。 

 平成２５年４月１日から施行された私債権管理条例に基づき、十分な調査を行い、徴収 

の見込みがない滞納分については、不納欠損処理を行いました。 

その結果、５年間で１１．８％上昇しています。 

図：市営住宅家賃の収納率 
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№33 市有財産の有効活用 （所管課：管財課）                   

市が所有する土地、建物等で、低・未利用の財産について、的確な把握を行い、随時、

売払や貸付等により、市有財産の有効活用を積極的に推進しました。その結果、５年間で

土地売払収入や土地貸付収入として、１７１，６４８千円の効果額がでています。 

 

図：市有財産の土地売払及び貸付収入額    

 

 

№35 広告事業の導入 （所管課：管財課）                   

 平成２３年８月より、市民課窓口など庁舎等内４か所に業者広告と市政情報を放映する

コミュニティビジョンを設置、また、平成２４年４月より、広告収入による広告付き案内

地図パネルを本庁１階に設置しました。 

４年間で、５，０２１千円の広告収入を得ています。 

図：広告収入額 
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№36 有料広告の実施 （所管課：秘書広報課）                    

 広報紙印刷業者受託者へ広告料納入の義務化及びホームページのバナー広告料の入札の

実施を行いました。５年間で、５，５９０千円の広告収入を得ています。 

 

図：広報紙及びホームページ有料広告収入額 

 

 

№42 民間委託等の推進 （所管課：行政改革推進室）                            

窓口業務の民間委託としては、平成２１年度の市民課窓口の民間委託を皮切りに、市民

課支所窓口、営業課水道料金窓口、税関係証明書、環境課窓口などの民間委託を開始しま

した。 

また、平成２６年度においては、短期的に臨時給付金申請窓口の民間委託を行いました。

さらに、平成２７年度より学校給食センター（第二調理場）調理等業務委託を開始する 

ため、業者選定を行いました。 

民間委託を行うことで、事務処理の効率化や専門技術・市民サービスの向上、コスト削

減を図ることができ、簡素で効率的な行政を実現することができています。 

 

№43 指定管理者制度の推進 （所管課：行政改革推進室）              

公の施設の管理に民間の能力を活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図る

ため、指定管理者制度の導入の推進を図った。現在は６８施設の指定管理を行っており、

あやはし館（一部）ときむたかこどもセンターの指定管理を新たに開始しました。また、

平成２６年度には地域交流センター施設の指定管理新規導入を決定し、指定管理者候補者

を選定しました。 
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№49 定員管理の適正化   （所管課：行政改革推進室）              

 平成２２年度から平成２６年度の５年間で合計１２１名の職員削減を行い、平成２２年

４月１日時点で９６３名いた職員が平成２７年４月には８４２名となりました。５年間で

９２億８，８００万円の効果額が出ており、人件費の抑制が図られました。 

図：職員数 

 

 

№55 女性管理職員数（率）の向上の推進   （所管課：企画課・職員課）              

具体的な登用目標をたてることで、女性管理職員の積極的な登用の機会を図ってきまし

た。 

平成２２年度には管理職１２１名中、女性管理職９名で登用率７．４％でしたが、平成

２６年度には管理職１０１名中、女性管理職１６名で登用率１５．９％となり、５年間で

８．５％上昇しています。 

図：女性管理職員数及び登用率 
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№59 行政経営マネジメントの導入              （所管課：企画課）   

 総合計画後期基本計画における各施策の評価結果を踏まえ、次年度において、重点的に

取り組む必要がある施策を選定し、各施策の取組方針（重点的に取り組むべき事項）を示

した「うるま市重点施策について」を策定しました。 

 

№61 庁内ネットワークの有効活用による事務の効率化・省力化 （所管課：情報課）       

５年間で新しいパソコン３０７台を調達し、老朽化した危機の入れ替えをいました。ま

た、利用できるパソコン３６台を整備し、再利用しています。 

 

№70 水道事業と下水道事業の組織統合        （所管課：水道部・下水道課）            

 平成２６年４月に水道事業と下水道事業の組織統合を実施しました。統合により、組織

のスリム化、共通経費の削減、共通事務の合理化を行い、市民ニーズへの対応やサービス

の向上といった効果が期待できます。今後は、経営の健全化、透明化を図り、効率・効果

的な事業運営を遂行いたします。 

 

№72-1 消防救急無線のデジタル化及び指令センターの共同整備 （所管課：消防総務課）  

 消防救急無線デジタル化及び消防指令センターについて、平成２２年度に４１市町村で

協働整備し、運用することを決定しました。共同整備に向け、基本設計及び実施設計を行

い、平成２７年度１０月の一部運用開始を目指しています。 
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第６ 今後の取り組み （おわりに）                               

  

第２次大綱の取り組みでは、市税の収納率の向上、定員の削減、民間委託の推進等、５

年間で多くの成果をあげることができました。 

  

しかし、取り組み内容の中には、まだ目標に達成できていない項目や進捗状況が思わし

くない項目があり、引き続いて取り組んでいかなければならない課題が残っています。そ

のため第２次大綱を発展・継続していく形で「第３次行政改革大綱」を策定し、さらなる

行政のスリム化を図り、効率的効果的な行政運営を確立するため、平成２７年度から平成

２９年度までの３年間で集中的に取り組みます。 

 

そこで、第２次行政改革大綱実施計画の実施項目を第３次行政改革大綱でどのように取

り扱うか、各課で判断を行いました。結果、課題のある４１項目については、引き続き取

り組んでいく項目とし、現状にあった見直しを行いながら、「第３次うるま市行政改革大綱

実施計画」に継承していくことにします。 

 

 第３次行政改革大綱では、拡大していくニーズに対し、市民等の多様な担い手による主

体的な関わりをどのように醸成していくのかということを重点に「協働」という形でそれ

を充実させていきたいと思います。 

  

今後も市民のみなさまに行政改革大綱実施計画の進捗状況など行政改革に関する情報を

積極的に提供し、一緒になって取り組んでいきたいと思いますので、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

気づきは行革のタネ 

 

 


